
225

225

実 質 収 支 に 関 す る 調 書



１ 歳             入             総             額 18,020,466,633
円

２ 歳             出             総             額 16,846,588,155

３ 歳     入     歳     出      差      

実

引      額 1,

　

173,878,47

 

8

４ 翌年度へ繰り越す

質

べき財源

（１） 継続費

 

逓次繰越額 0

（２） 繰

　

越明許費繰越額 232

収

,254,000

（３

 

） 事故繰越し繰越額 0

　

計 232,254,0

支

00

５ 実      

 

   質      

　

   収      

に

   支      

 

    額 941,6

　

24,478

６
実質収

関

支額のうち地方自治法

 

第２３３条の２の規定

　

0
による基金繰入額

-

す

 226 -

 　る 　調 　書

（ 一般会計 ）

区                     分 金              額



     額

１ 歳             入             総             額 2,136,144,978
円

２ 歳             出             総             額 2,081,772,735

３ 歳     入     歳     出      差  

実

    引     

　

 額 54,372,2

 

43

４ 翌年度へ繰り越

質

すべき財源

（１） 継続

 

費逓次繰越額 0

（２）

　

繰越明許費繰越額 0

（

収

３） 事故繰越し繰越額

 

0

計 0

５ 実     

　

    質     

支

    収     

 

    支     

　

     額 54,3

に

72,243

６
実質収

 

支額のうち地方自治法

　

第２３３条の２の規定

関

0
による基金繰入額

-

 

 227 -

　す 　る 　調 　書

（ 国民健康保険特別会計 ）

区                     分 金         



       額

１ 歳             入             総             額 41,632,513
円

２ 歳             出             総             額 39,872,158

３ 歳     入     歳     出      差      

実

引      額 1,

　

760,355

４ 翌年

 

度へ繰り越すべき財源

質

（１） 継続費逓次繰越

 

額 0

（２） 繰越明許費

　

繰越額 0

（３） 事故繰

収

越し繰越額 0

計 0

５ 実

 

         質

　

         収

支

         支

 

          

　

額 1,760,355

に

６
実質収支額のうち地

 

方自治法第２３３条の

　

２の規定
0

による基金

関

繰入額

- 228 -

 　す 　る 　調 　書

（ 福祉企業センター特別会計 ）

区                     分 金       



   額

１ 歳             入             総             額 76,579,812
円

２ 歳             出             総             額 69,560,525

３ 歳     入     歳     出      差      引   

実

   額 7,019,

　

287

４ 翌年度へ繰り

 

越すべき財源

（１） 継

質

続費逓次繰越額 0

（２

 

） 繰越明許費繰越額 0

　

（３） 事故繰越し繰越

収

額 0

計 0

５ 実    

 

     質    

　

     収    

支

     支    

 

      額 7,0

　

19,287

６
実質収

に

支額のうち地方自治法

 

第２３３条の２の規定

　

0
による基金繰入額

-

関

 229 -

 　す 　る 　調 　書

（ 簡易水道特別会計 ）

区                     分 金           



   額

１ 歳             入             総             額 2,979,933,529
円

２ 歳             出             総             額 2,792,930,670

３ 歳     入     歳     出      差    

実

  引      額

　

187,002,85

 

9

４ 翌年度へ繰り越す

質

べき財源

（１） 継続費

 

逓次繰越額 0

（２） 繰

　

越明許費繰越額 0

（３

収

） 事故繰越し繰越額 0

 

計 0

５ 実      

　

   質      

支

   収      

 

   支      

　

    額 187,0

に

02,859

６
実質収

 

支額のうち地方自治法

　

第２３３条の２の規定

関

0
による基金繰入額

-

 

 230 -

　す 　る 　調 　書

（ 介護保険特別会計 ）

区                     分 金           



        額

１ 歳             入             総             額 235,478,474
円

２ 歳             出             総             額 206,176,551

３ 歳     入     歳     出      差   

実

   引      

　

額 29,301,92

 

3

４ 翌年度へ繰り越す

質

べき財源

（１） 継続費

 

逓次繰越額 0

（２） 繰

　

越明許費繰越額 20,

収

285,000

（３）

 

事故繰越し繰越額 0

計

　

20,285,000

支

５ 実        

 

 質        

　

 収        

に

 支        

 

  額 9,016,9

　

23

６
実質収支額のう

関

ち地方自治法第２３３

 

条の２の規定
0

による

　

基金繰入額

- 231

す

 -

 　る 　調 　書

（ ケーブルテレビ事業特別会計 ）

区                     分 金      



      額

１ 歳             入             総             額 321,106,947
円

２ 歳             出             総             額 320,303,988

３ 歳     入     歳     出      差     

実

 引      額 8

　

02,959

４ 翌年度

 

へ繰り越すべき財源

（

質

１） 継続費逓次繰越額

 

0

（２） 繰越明許費繰

　

越額 0

（３） 事故繰越

収

し繰越額 0

計 0

５ 実 

 

        質 

　

        収 

支

        支 

 

         額

　

802,959

６
実質

に

収支額のうち地方自治

 

法第２３３条の２の規

　

定
0

による基金繰入額

関

- 232 -

 　す 　る 　調 　書

（ 後期高齢者医療特別会計 ）

区                     分 金        



    額

１ 歳             入             総             額 64,783,575
円

２ 歳             出             総             額 64,085,815

３ 歳     入     歳     出      差      引  

実

    額 697,7

　

60

４ 翌年度へ繰り越

 

すべき財源

（１） 継続

質

費逓次繰越額 0

（２）

 

繰越明許費繰越額 0

（

　

３） 事故繰越し繰越額

収

0

計 0

５ 実     

 

    質     

　

    収     

支

    支     

 

     額 697,

　

760

６
実質収支額の

に

うち地方自治法第２３

 

３条の２の規定
0

によ

　

る基金繰入額

- 23

関

3 -

 　す 　る 　調 　書

（ 駐車場事業特別会計 ）

区                     分 金          


